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【質問４】　事業者の自主的な取組み

作業数
（全体：
146）

措置の
実施率
（％）

備考

115 78.8

29 19.9

130 89.0

137 93.8

96 65.8

135 92.5

0.0

42 28.8

97 66.4

10 6.8

35 24.0

15 10.3

116 79.5

84 57.5

61 41.8

97 66.4

125 85.6

59 40.4

49 33.6 内30年保存は18.5％

67 45.9

126 86.3

137 93.8

50 34.2

89 61.0

123 84.2

85 58.2

28 19.2

129 88.4

101 69.2

63 43.2 内30年保存は26.7％

102 69.9

59 40.4 内30年保存は24.7％

35 24.0

124 84.9

73 50.0 内30年保存は28.1％

作業管理

特殊健康診断の実施（6か月に1度）●

測定記録の保存（30年間）★

結果の評価●

作業記録の作成★

健康診断

特殊健康診断の実施（独自）

結果の保存（30年間）★

呼吸用保護具（送気マスク）の使用

不浸透性手袋、防護メガネ

作業環境の測定

　発がんのおそれのある有機溶剤を有機溶剤業務に使用している会員企業における、当該健康障害防止
措置（職業がんの予防の観点から必要な措置を含む。）の状況を、主な作業ごとにお知らせいただきますよ
うお願いいたします。

測定の実施●

評価記録の保存（30年間）★

作業主任者の選任●

作業記録の保存（30年間）★

立入禁止措置

飲食等の禁止

適切な容器等の使用と保管

用後処理（除じん）

労働衛生教育
労働衛生教育●

ぼろ等の処理

有効な保護具の使用

呼吸用保護具（防毒マスク）の使用

作業環境の改善

休憩室の設置

洗浄設備の整備(シャワー設備等）

設備の改修等作業時の措置

漏洩防止措置
不浸透性の床の整備

ばく露作業概要を記入→
（主な作業ごとに記載してください）

作業状況　

作業場の屋外屋内の
別

屋内

屋外

発散抑制措置●
（いずれか）

製造工程の密閉化

局所排気装置の整備

措置の有無　（○、×又は概算の措置割合）
※表中の★印は今回の検討対象の措置内容、●印は現行法令（有機則等）で同等の措置がなされているものです。

情報提供

プッシュプル型換気装置の整備

全体換気装置の整備

局排等適用除外に該当

表示（容器等へのラベル表示）●

文書の交付（SDSの交付）●

掲示（労働者に有害性を掲示）★


